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この緑の基本計画では、第Ⅰ編の「緑の基本計画がめざす鎌倉市の緑」で鎌倉市のめざすべ

き緑についての考え方を示し、第Ⅱ編の「緑の基本計画実現の施策展開」で計画実現に必要な

施策展開の方向性を示しています。 

鎌倉市は、平成 8 年に全国に先駆けて緑の基本計画を策定し、それまで積み重ねてきた緑化

施策の考え方の継承、推進プログラムに基づく施策推進の進行管理、鎌倉市緑政審議会からの

答申・意見の緑政への反映などを通して、計画実現に向けた多くの取り組みを進めてきました。 

その結果、市民はもとより、国・神奈川県などの関係機関の理解と協力を得ることにより、

永年の主要課題であった市街化区域内の三大緑地の保全に道筋を付けたことをはじめ、重要性

の高い緑地や主要公園の整備の推進など、大きな成果をあげることができました。 

このたび、定期的な見直しの時期を迎え、これまでの施策展開状況や都市緑地法の改正など

を勘案して、計画の基本理念など、従前の「緑の基本計画」の基本的な方針を継承する中で、

計画の実現に向けた施策展開の内容に重点を置いた改訂を行いました。 

見直しにあたり、これまでの目標達成状況を明らかにしたうえで、計画実現に必要な施策展

開の検討を行いましたが、その検討にあたっては、鎌倉市緑政審議会学識経験者委員からの専

門的な助言と市民からの意見を反映しています。本年 3月 30 日には、見直しの結果作成された

緑の基本計画案について鎌倉市緑政審議会に諮問し、同審議会から 5月 19 日に得られた答申に

沿って、その内容を確定しました。 

今回、鎌倉市は、緑の環境をより良い方向に改善していくために、市民・企業・行政が効果

的に連携して、樹林地・都市公園・市街地の緑などを、多面的機能を有する質の高い緑の資源

として保全・整備・創造し、管理・運営していく考え方として「グリーン・マネジメント※1」を

取り入れて提案しています。 

これは、緑の機能が最大限に発揮されるよう、PDCA サイクル（Plan 計画・Do 実行・Check 評

価・Action 改善）に配慮して、持続的な施策の推進を図っていきたいと考えたもので、この計

画書では、従前の計画の実現に向けた多くの取り組みや実施の状況を評価し、その内容を見直

すことにより改善し、施策展開に重点を置いた計画を示しています。 

鎌倉市は、市民憲章で「鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任を持っ

て後世に伝える」ことをうたい、今、世界遺産への登録をめざしておりますが、折しも、本年

は古都保存法※2制定 40 周年を迎えます。緑に対する市民の意識の高さは、古都保存法制定はじ

め、鎌倉市の緑豊かな都市形成に大きく寄与しています。 

鎌倉市は、この緑の基本計画に沿って、市民とともに、緑豊かな都市環境の形成と市民の安

全・快適な生活の確保につながる緑化施策を、今後も引き続き推進し、緑の基本計画実現に努

めていきます。 

 

 

平成１８年７月 
 
鎌  倉  市 

 

 

                                                  
※1 「グリーン・マネジメント」については、第Ⅱ編第１章で記述しています。 
※2 「古都保存法」は、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」のことです。 
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（１）緑の基本計画の特徴 
 

○「緑の基本計画」とは、平成 6年 6月の都市緑地保全法（都市緑地法※1）の改正において導入された、市

町村が中長期的な観点に立って策定する、都市の緑の適正な保全及び緑化に関する基本計画です。 

 

■緑の基本計画の特色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）緑の基本計画改訂の趣旨 
 

１）鎌倉市緑の基本計画の策定 
 

○鎌倉市では、「緑のマスタープラン」を昭和 58 年に策定（原案は市、策定主体は県）し、その後改訂を加

えて「都市緑化推進計画」を策定（策定主体は市）し、様々な施策展開を図ってきましたが、さらに施策

を充実させ、市が市民の関心に的確に応えていくために、平成 6年 6月の都市緑地保全法（現都市緑地法）

の改正にあわせて、平成 7 年度に 1年間かけて学識経験者、農業従事者、公募された市民を委員とする策

定委員会を設置して、平成 8年 4月に全国に先駆けて「鎌倉市緑の基本計画」を策定しました。 

 

○平成 13 年 6 月に、施策の進展等に伴う変更部分を見直した一部改訂版として「鎌倉市緑の基本計画‐緑

の施策の展開と実績」を策定し、策定後の施策展開とそれに伴う計画内容の変更、及び次の 5 年に向けて

の課題整理を行いました。また、全面的な見直しはさらに 5年後以降のしかるべき時期としました。 

 

○このたび、こうした経過の上に、「鎌倉市緑の基本計画」を見直し、改訂を行ったものです。 

 

 

２）鎌倉市緑の基本計画の評価 
 

○鎌倉市は、平成 8 年に策定した緑の基本計画に基づき、三大緑地の保全をはじめ、緑の保全・整備・創

造・啓発に係る多くの施策展開を進め、大きな成果をあげてきました。 

 

○平成 14 年には、計画の策定プロセスや計画内容だけでなく、計画実現のためのフォローアップの取り組

みも堅実に行われていることが注目され、（社）日本公園緑地協会に設置された緑の基本計画評価システ

ム検討委員会から、全国 2 位の優良事例として評価されています。また、計画に基づく施策の取り組み

を進めた内容が評価され、平成 15 年に（財）都市緑化基金の主催による第 23 回「緑の都市賞」の「緑

の都市づくり部門」で「国土交通大臣賞」を受賞しています。 

                                                  
※1 都市緑地保全法は、平成 16 年 6 月に法律名称が「都市緑地法」に改正されました。 

・法律（都市緑地法）に基づいて策定する計画制度です。 

・住民に最も身近な地方公共団体である、市町村が策定する計画です。 

・市町村の緑とオープンスペースに関する総合的な計画です。 

・鎌倉市全域を対象とする計画であり、公共施設だけでなく民有地も計画対象となります。 

・法律に基づく措置から緑に関する普及啓発等のソフト施策に至る、幅広い内容が含まれます。 

・市民等と行政が一体となって計画の実現に取り組んでいけるよう、法律で計画内容の公表が義務

付けられています。 

序章 
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２）国・県の動向 
 

○国においては、近年の都市の諸課題に対応し

ていくためには、都市の緑とオープンスペー

スに関する総合的な施策運営が必要であると

いう考え方のもとに、平成 16 年 6月に都市緑

地法の改正を含む景観緑三法※1 を公布し、緑

地の保全・都市公園の整備・緑化の推進や景

観形成に係る新たな制度を設けました。 

 

○国土交通省は、関係省庁及び都県市からなる

協議会を設置して、平成 16 年 3月に「首都圏

の都市環境インフラ※2 のグランドデザイン※

3」をまとめました。この中で鎌倉市の緑は、

首都圏で「保全すべき自然環境」にあげられ

ている「三浦半島ゾーン」と「多摩丘陵ゾー

ン」の緑をつなぐ結節点の役割を果たしてお

り、広域的にも重要な場所に位置しています。 

 

○今回の都市緑地法の改正では、緑の基本計画

に「地方公共団体の設置に係る都市公園の整

備の方針」を定めることが追加されるなど、

計画内容の充実が図られました。これにより、

「緑の基本計画」は、緑地の保全・緑化の推

進及び都市公園の整備を総合的に推進するた

めの基本計画として位置付けられることにな

りました。 

 

○「緑の基本計画」は、これまで、「環境基本計画との調和が保たれたものであること」、「都市計画マスタ

ープランや首都圏の近郊緑地保全計画に適合していること」が求められてきましたが、今回の法改正で

は、新たに「景観法による景観計画との調和が保たれたものであること」が追加されました。 

 

○神奈川県は、平成 18 年 3 月に、みどりの量的及び質的な確保をめざして、都市から里山、山林まで、全

県的にみどり施策の推進を図るため「神奈川みどり計画」を策定しました。 

 

○また、同じく平成 18 年 3 月に、三浦半島公園圏構想※4を策定しました。この構想の総合ビジョンは「三

浦半島らしいみどりと海と地域づくり」であり、鎌倉市域はその対象地域として位置付けられています。 

                                                  
※1「景観緑三法」とは「景観法」、「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」及び「都市緑地保全法等の一部を改

正する法律」をいいます。これらの法律は平成 16 年 12 月 17 日に一部施行、平成 17 年 6月に全部施行されました。 
※2「都市環境インフラ」とは、広域的な観点から大都市の持続可能な生態系の維持･回復、人と自然とのふれあいの場の提供

やヒートアイランド現象緩和などによる生活の質(クオリティ･オブ･ライフ)向上のための都市環境の改善に資する自然的、

人工的な都市の基盤のことをいいます。 
※3「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」は、長期的にめざすべき首都圏の自然環境の保全・再生・創出の考え方、

方策、取り組みの方向を示したもので、行政及び関係する各種団体などが共有する目標像として、自然環境の総点検等に

関する協議会により、平成 16 年 3 月にまとめられたものです。 
※4「三浦半島公園圏構想」は、神奈川県が策定した構想で、美しい自然に囲まれた三浦半島全体を公園のような地域として捉

え、｢三浦半島のみどりの持続的な維持・継承｣、「三浦半島の活発化、地域住民の快適な生活」を実現していくことを目的

としています。（平成 18 年 3 月策定） 

構想では、半島全体を魅力ある公園のような空間（公園圏）

としていくことをめざしています。（構想から引用） 

■図序.1 三浦半島公園圏構想の対象地域 
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３）改訂の趣旨 
 

○鎌倉市は、平成 8年 4月の緑の基本計画策定後、計画の実現に向けて緑の保全・整備・創造・啓発に係る

多くの施策を進めてきました。 

 

○今回、定期的な改訂の時期を迎え、これまでの成果・実績の整理、解析を基に施策展開の状況や景観法の

制定・都市緑地法の改正などを勘案し、現行の基本的方針を継承する中で計画を見直し、計画実現に向け

た施策展開の内容に重点を置いて改訂したものです。 

 

 

４）緑の基本計画の構成 
 

 

 

 

緑の基本計画の特徴 
緑の基本計画が、どういうものであるかを説明します 

緑の基本計画の取り組みと成果 
これまでの主な取り組みと成果を整理しています 

リーディング・プロジェクト 
計画実現を力強く推進するため重点的に取り組むべき施策展開を示しています

施策方針と目標 
保全すべき緑地の確保・都市公園等の整備・緑化の推進・ 

市民との連携の推進についての施策の目標と方針を示しています 

鎌倉市の都市特性と緑の現況・特徴 

計画の基本理念 

緑の配置とネットワーク 
機能別の緑のネットワークの考え方と緑の配置の方針などを示しています 

めざすべき緑の考え方 

第Ⅰ編 

 

緑の基本計画 

がめざす 

鎌倉市の緑 

序 

第Ⅱ編 

 

緑の基本計画 

実現の 

施策展開 

参考資料 
用語の解説・改訂の経過などを整理しています 

資料編 

特定地区の緑地の保全及び緑化の推進に関する事項 
歴史的風土保存区域・近郊緑地保全区域・特別緑地保全地区・保全配慮地区・

風致地区・緑化地域・緑化推進重点地区について示しています 

計画実現をめざした施策展開 
計画の推進に向けた新たな施策展開の考え方や方向を示しています 

配置の方針 
緑の将来都市像とその計画内容である 

緑地の保全・都市公園等の整備・緑化の推進について示しています 

施策方針のまとめ 
施策の目標水準と実現のための施策方針図を示しています 

地域別の方針 
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（３）緑の基本計画の位置付けと経過 
 

○緑の基本計画は、市民と行政が一体となって取り組む緑のまちづくりの共通目標・指針となるもので、上

位・関連計画や緑化施策との関係は次のとおりです。 

 

・市の総合計画に示されるまちづくりの目標を実現するための、緑部門の基本計画です。 

・都市マスタープラン※1・環境基本計画・景観計画等※2 などと連携しつつ、緑豊かなまちづくりを実現

していくための計画です。 

・首都圏レベルや県レベルの広域緑地計画を支える、都市レベルの緑地計画です。 

・今後展開される緑の施策・事業の指針となる計画です。 

 

 

■図序.2 緑の基本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図序.3 緑の基本計画の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
※1 都市計画法に基づく都市計画・まちづくり分野の総合的なマスタープランとして、市町村の都市計画に関する基本方針を

定めた計画です。鎌倉市は、平成 10 年に策定し、平成 17 年度に「増補版」を策定しました。 
※2「鎌倉市景観計画」は策定中です。 

第３次鎌倉市総合計画・基本計画 

・鎌倉市都市マスタープラン 

・鎌倉市景観計画 
・鎌倉市環境基本計画 

改訂 
緑の基本計画 

・首都圏の都市環境インフラのグ

ランドデザイン 
・神奈川みどり計画（県） 
・三浦半島公園圏構想（県） 

保全すべき緑地の確保・都市公園等の整備・緑化の推進・市民との連携の推進に係る施策 

緑のマスタープランの策定･改訂 
（昭和 59 年、平成 3・5年） 

都市緑化推進計画の策定

（平成 2 年） 

鎌倉市緑の基本計画の策定（平成 8 年） 

鎌倉市緑の基本計画－緑の施策の展開と実績－

を策定（平成 13 年） 
(施策進展等による変更部分の見直しに伴う一部改訂)

鎌倉市緑の基本計画の改訂（平成 18 年） 

 
・第 3次鎌倉市総合計画・基本

計画の策定（平成 17 年） 

 

・鎌倉市都市マスタープランの

改訂（平成 17 年） 

 

・鎌倉市景観計画の策定 

 

・鎌倉市環境基本計画（第 2 期）
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（４）計画フレーム 
 

○計画の期間内では、鎌倉市の特性やまちづくりの動向から、全市的には土地利用を維持保全していくこと

が適切と考えられ、将来市街化区域の規模を、現在と同程度と想定します。 

 

○計画の基礎条件となる計画対象区域と鎌倉市の将来人口※1 及び市街化区域※2 の規模を、次のように設定

します。 

 

    ■表序.1 計画フレーム 

計画対象区域 計画対象区域内市町村名 

鎌倉都市計画区域 鎌倉市の全域（約 3,953 ha） 

 

 

 

 

 

 

 

（５）計画期間 
 

１）計画期間 
 

○計画期間を 20 年間、目標年次を平成 37 年とします。 

 

 

２）計画の見直し 
 

○今後の計画の見直しは、計画内容の進捗状況や社

会動向などを勘案し、おおむね 5 年を目安として

計画の見直しを検討し、必要に応じた改訂を行い

ます。 

 
 

 

                                                  
※1「将来人口」は、「鎌倉市の人口および世帯数の将来推計」(平成 17 年 2月)に基づくものです。 
※2「市街化区域」は、都市計画法に基づく都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図る区域であり、平成 13 年の「鎌倉市都市計画区域の整備、開発、保全の方針」に示す想定市

街化区域面積（平成 22 年、おおむね 2,752ha）と整合しています。なお、今後、緑の基本計画に基づく施策の進展により、

歴史的風土特別保存地区の指定に伴う市街化区域から市街化調整区域への変更の可能性があります。 

年次 現況(平成 17 年) 中間年次(平成 27 年) 目標年次(平成 37 年) 

人口規模   約 17.0 万人   約 15.7 万人    約 13.9 万人 

市街化区域規模   約 2,569 ha   約 2,572 ha    約 2,572 ha 

市域面積   約 3,953 ha   約 3,953 ha    約 3,953 ha 

■鎌倉広町緑地 

広町地区は、周辺部が宅地化する中で、谷戸の自然環境を

残した、鎌倉市西部を代表する緑地です。 

緑の基本計画に基づく施策の取り組みにより、永年の主要

課題であった広町地区をはじめ三大緑地の保全に道筋を

つけることができました。 

・上の写真 

上から三浦半島、由比ヶ浜の海、稲村ヶ崎周辺の緑地、

七里ガ浜周辺の住宅地、中央部に鎌倉広町緑地、腰越

の住宅地『私たちの鎌倉 鎌倉市教育委員会』 

・下の写真 

鎌倉広町緑地内 


